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(1) 条例の目的（第１条） 

城陽市東部丘陵地まちづくり条例は、東部丘陵地のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、

市民等及び開発事業者の責務を明らかにするとともに、開発事業の基準、手続等を定めることにより、

当該基準に適合した開発事業を促し、もって市、市民等及び開発事業者が一体となって、市民等の安心・

安全で豊かな生活に還元できる秩序あるまちづくりを進めることを目的とするものです。 

(2) 条例の構成  

前文 

第１章 総則（第１条－第７条） 

  第２章 まちづくり計画（第８条） 

  第３章 開発事業等の手続等 

   第１節 大規模土地取引の届出等（第９条・第１０条） 

   第２節 大規模開発事業の手続（第１１条－第２１条） 

   第３節 開発事業の手続（第２２条－第２９条） 

第４節 開発事業の基準等（第３０条－第３５条） 

   第５節 開発事業の工事の着手等（第３６条－第３８条） 

     第６節 開発事業の紛争の調整等（第３９条－第４５条） 

第４章 東部丘陵地整備委員会（第４６条） 

  第５章 雑則（第４７条－第５５条） 

  第６章 罰則（第５６条・第５７条） 
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 開発事業等の対象面積  

◆大規模土地取引行為 

●市街化区域……………面積２，０００平方メートル以上の大規模土地取引行為 

●市街化調整区域………面積５，０００平方メートル以上の大規模土地取引行為 

   ◆開発事業 

●大規模開発事業（市街化区域又は市街化調整区域であって面積が１ヘクタール以上の開発事業） 

●一般開発事業 

  ・市街化区域…………面積が５００平方メートル以上１ヘクタール未満の開発事業 

 ・市街化調整区域……面積が１ヘクタール未満の開発事業 

 

(5) 市の責務（第５条） 

① 市は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくり計画に基づいて、必要な施策を実施するこ 

と。 

② 市は、市民等及び開発事業者に対しまちづくりに関する情報を提供するとともに、市民等の意見

を聴き、市のまちづくりに市民等の意見が反映されるよう努めること。 

③ 市は、まちづくりの基本理念にのっとり、開発事業者に対し、必要な指導及び助言を行うこと。 

(6) 市民等の責務（第６条） 

① 市民等は、まちづくりの基本理念にのっとり、東部丘陵地のまちづくりに関する課題について関

心を持ち、その解決に向けて主体的に活動するよう努めること。 

(7) 開発事業者の責務（第７条） 

① 開発事業者は、まちづくりの基本理念にのっとり、まちづくり計画並びに第３０条第１項及び第

２項の基準（城陽市開発指導要綱及び城陽市開発指導要綱技術的指導基準）に基づいて開発事業

を行うこと。 

② 開発事業者は、市が実施するまちづくりに関する施策に協力すること。 

③ 開発事業者は、開発事業に伴う紛争の予防及び解決に努めること。 
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(1) 大規模土地取引の届出の対象となる行為（条例第９条） 

① 次の大規模土地取引行為が対象です。 

●市街化区域…………面積２，０００平方メートル以上の大規模土地取引行為 

●市街化調整区域……面積５，０００平方メートル以上の大規模土地取引行為 

(2) 届出の時期（条例第９条） 

① 契約を締結しようとする日の６週間前までに、売主からその内容を届け出ることが必要です。 

(3) 届出の内容（条例第９条） 

① 大規模土地取引行為届出書  

●契約締結予定月日、土地に関する事項等の記載が必要です。 

② 一団の土地については 、次のとおりです。 

「一団の土地」とは、権利を取得する人が、一連の計画の中で、一体的に利用することが想定される

ひとまとまりの土地のことをいいます。  

一体的に利用することが想定される場合とは、次の（1）から（3）の要件を全て満たすときとなり

ます。  

（1）主体の同一性  

権利取得者が同一主体であること。  

（2）物理的一体性  

対象となる土地が接しており、ひとまとまりとなっているなど、物理的な一体性を有していること。

このとき、道路や河川により対象の土地が分断されている場合であっても、物理的な一体性を有する

と認定することができる。  

２ 大規模土地取引行為の届出等 

（条例第９条・第１０条関係） 
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（3）計画的一貫性  

２つ以上の土地売買等の契約が一連の計画のもとに、その時期、目的等について密接な関連をもっ

て締結されていること。  

(4) 助言（条例第10条） 

① 市長は、大規模土地取引行為に係る土地の利用について、必要に応じて助言を行います。 

(5) 国土利用計画法との関係 

① 次の土地の売買契約等を行った場合、権利取得者は、契約締結後２週間以内に国土利用計画法の規

定による届出が必要です。 

 

◆国土利用計画法の届出の面積 

  ●市街化区域            ２，０００平方メートル以上 

  ●市街化区域以外の都市計画区域   ５，０００平方メートル以上 

  ●都市計画区域外の区域      １０，０００平方メートル以上 

 

 

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律との関係 

① 公有地の拡大の推進に関する法律（以下「公拡法」という。）に基づく届出制度については、次のと 

おりです。 

公有地の計画的な推進を図るため、市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、

その土地の所有者は契約の前に土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長

に事前に届け出なければなりません。 

届出は、契約を結ぶ前(３週間前)に届け出る必要があります。国土利用計画法の届出が原則として

事後届出となっているのと異なり、公拡法は事前の届出が必要です。 

② 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出制度 

一定の要件に該当する市内の土地で、土地所有者が地方公共団体等に対して積極的に土地の買取り

を希望する場合には、公拡法に基づき、その旨を市長に申出することができる制度があります。 
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(7) 手続フロー概要図 
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(1) 大規模開発事業の届出の対象となる行為（条例第１１条） 

① 次の開発事業が大規模開発事業の対象です。 

●市街化区域・市街化調整区域……面積１ヘクタール以上の開発事業 

(2) 届出の時期（条例第１１条） 

① 開発基本計画の届出の前に、大規模開発事業者の方から基本構想の内容を届け出ることが必要です。 

(3) 届出の内容（条例第１１条・第１６条） 

① 大規模開発基本構想届出書 

   ●開発事業の概要、構想の基本事項、説明会の予定等の記載が必要です。 

② 大規模開発基本構想変更届出書 

   ●変更事項、変更理由等の記載が必要です。 

 まちづくり計画との整合性   

大規模開発基本構想については、条例第８条第１項のまちづくり計画と整合がとれたものでなければ

なりません。まちづくり計画については、次のとおりです。 

●城陽市総合計画  

●城陽市都市マスタープラン  

●城陽市東部丘陵地整備計画  

●城陽市環境基本計画  

●城陽市緑の基本計画  

●その他市長が認めるもの  

※詳細については、市のホームページで閲覧できます。 

 

３ 大規模開発事業の手続 

（条例第１１条－第２１条関係） 

条例に規定 

条例施行規則に規定 
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 各計画の位置づけ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

(4) 手続の流れ（条例第１２条～第２１条・第３４条） 

(4-1) 大規模開発基本構想の縦覧（条例第１２条） 

① 市長は、大規模開発基本構想の届出があったときは、速やかに公告するとともに公告の日から３ 

週間縦覧します。 

(4-2) 説明会の開催（条例第１３条） 

① 縦覧の期間終了後に、近隣関係住民、関係自治会に大規模開発基本構想の内容に関する説明会を 

開催してください。 

② 説明会開催の周知は、開催日の１週間前までに近隣関係住民、関係自治会及び市長に対し開催通 

知を行ってください。 

③ 説明会開催日から１週間以内に、近隣関係住民等説明会実施報告書により説明会の開催状況や結果

等について、市長に報告してください。 

④ 近隣関係住民、関係自治会から再度説明会の開催の求めがある場合又は新たに周辺住民から説明会 

の開催の求めがある場合は、再度説明会を開催してください。 

城陽市総合計画 

城陽市都市計画マスタープラン 

城陽市東部丘陵地整備計画 

 

城陽市環境基本計画 

城陽市緑の基本計画 

上位計画 

整合性 
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 説明会について  

◆開催通知の送付は、郵送、投函等で行ってください。 

◆開催通知には、開発事業の名称、開発事業区域の場所、開発事業者の氏名・住所、担当者の氏名・電話

番号、説明会の開催日時、意見書提出方法、提出期間、提出先を明記し、適宜図面を添付してください。 

◆説明会終了後１週間以内に、報告書と併せて配布資料、議事録、出席者名簿も提出してください。 

※説明会開催通知  記入例 

                                  平成○○年○○月○○日 

                                  （○○○○年）  

 

○○株式会社  代表取締役 ○○ ○○   

 

（仮称）○○○○地区開発事業に関する説明会の開催について（案内） 

 

 城陽市東部丘陵地まちづくり条例第１２条第１項の規定により、平成○○年○○月○○日付けで 

届出を行った（仮称）○○○○地区開発事業の内容に関し、下記のとおり説明会を開催いたします 

ので、ご案内させていただきます。 

 

１ 開発事業の名称      ：（仮称）○○○○地区開発事業 

２ 開発事業区域の場所 ： 城陽市○○△△番地 

３ 開発事業者の氏名   ： ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 

 住所   ： ○○市○○△△番地 

４ 説明会の開催日時   ： 平成○○年○○月○○日（○）午後○○時から 

           開催場所  ： ○○○○センター 

５ 担当者氏名          ： ○○ ○○ 

   電話番号         ： ○○○－○○○○－○○○○ 

６ 意見書の提出期間    ： ○○月○○日（○）～△△月△△日（○）（締切日必着） 

７ 提出先        ：〒６１０－０１９５  

城陽市寺田東ノ口１６番地１７番地 

                    城陽市役所 東部丘陵整備課 宛 

 

（注）① 説明会後、ご不明な点につきましては、上記担当者までご連絡ください。ご質問やご意見に 

対して回答させていただきます。 

② 特に意見のある方につきましては、城陽市東部丘陵地まちづくり条例に基づき、市長に対し 

て意見を提出することができます。意見書の様式については、城陽市ホームページに掲載又 

は東部丘陵整備課にあります。提出期間、提出先は上記のとおりです。 
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近隣関係住民等の範囲について 

説明会の対象範囲については、概ね目安として次のとおりとしますが、具体的な範囲は、開発事業毎

に市ホームページ等においてお知らせいたします。 

 ●近隣関係住民 開発事業の周辺地域において、居住する者、事業を営む者又は土地所有者等で、市長

が別に定める範囲のものをいう。 

           ▶開発事業の範囲から概ね５０メートルの範囲とします。 

●関係自治会  開発事業の周辺地域に居住する者により地縁に基づき形成された団体で、市長が別に

定めるものをいう。 

           ▶概ね青谷校区及び富野校区における関係自治会 

●周辺住民   近隣関係住民の周辺地域において、居住する者、事業を営む者又は土地所有者等で、

市長が別に定める範囲のものをいう。 

         ▶近隣関係住民の範囲の周辺住民で、概ね近隣関係住民の範囲の２倍の範囲とします。 

 

※説明会の対象範囲（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開発事業区域 

周辺住民 

近隣関係住民 

関係自治会 
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(4-3) 意見書の提出（条例第１４条） 

① 近隣関係住民等は，説明会開催の日から２週間以内に、市長に意見書を提出することができます。 

市長は、その意見書の写しを速やかに大規模開発事業者の方に送付します。 

(4-4) 見解書の提出（条例第１５条） 

① 意見書の写しの送付があった大規模開発事業者の方は、その意見書に記載された意見に対する 

見解書を作成し、市長と意見書を提出された近隣関係住民等に提出してください。 

(4-5) 指導及び助言（条例第１７条） 

① 市長は、必要に応じて、大規模開発基本構想について指導及び助言を行います。 

(4-6) 勧告・公表・意見の聴取（条例第１８条・第１９条・第２０条） 

① 市長は、指導及び助言に行った場合においても、なおまちづくり計画に適合していないときは、書 

  面により必要な措置を講ずるよう勧告することができます。また、大規模開発事業の手続の全部又 

は一部を行わないときは、同様に書面により必要な措置を講ずるよう勧告することができます。 

② 市長は、大規模開発事業者の方が勧告に従っていただけない場合は、指導及び助言、勧告の内容及 

びこれらに対する対応の内容を公表することができます。また、大規模開発事業の手続の全部又は 

一部を行うよう求める勧告に従っていただけない場合も、その旨を公表することができます。 

(4-7) 調停委員会等（条例第３９条～第４５条） 

① 近隣関係住民等と自主的な解決に至らない場合、市長にあっせん申出書により申し出ることができ 

ます。 

② あっせんによっても紛争の解決に至らなかった場合は、市長に調停申出書により調停を申し出るこ

とができます。 

③ 市長は、必要な場合に調停を行わせるため、調停委員会の調停に付します。 

(4-8) 協定の締結（条例第３４条） 

① 市長は、まちづくり計画に適合していると認めるときは、大規模開発事業者の方と協定を締結し 

ます。 
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(5) 手続フロー概要図 
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(1) 開発事業の届出の対象となる行為（条例第２２条） 

① 次の開発事業が対象です。 

●大規模開発事業 

・市街化区域又は市街化調整区域……………面積が１ヘクタール以上の開発事業 

●一般開発事業 

 ・市街化区域…………………………面積が５００平方メートル以上１ヘクタール未満の開発事業 

 ・市街化調整区域……………………面積が１ヘクタール未満の開発事業  

(2) 事前協議（条例第３２条） 

① 城陽市開発指導要綱に基づき事前協議を行ってください。 

② 事前協議は開発基本計画の届出を行う前に、完了してください。 

(3) 届出の時期（条例第２２条） 

① 各関係部署との事前協議の完了後、開発事業者の方から基本計画の内容の届出が必要です。 

(4) 届出の内容（条例第２３条・第２８条） 

① 開発基本計画届出書 

  ●開発事業の概要、その他施設の概要、計画の基本事項等の記載が必要です。 

② 開発基本計画変更届出書 

  ●変更事項、変更理由等の記載が必要です。 

(5) 手続の流れ（条例第２３条～第２９条・第３４条） 

(5-1) 開発基本計画の縦覧（条例第２３条） 

① 市長は、開発基本計画の届出があったときは、速やかに公告するとともに公告の日から３週間縦 

覧します。 

４ 開発事業の手続 

（条例第２２条-第２９条関係） 
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(5-2) 標識の設置（条例第２４条） 

① 開発基本計画の届出を行った日から１週間以内に標識を設置してください。 

② 標識を設置したときは、設置した日から１週間以内に開発基本計画に係る標識設置届出書を届け 

出してください。 

③ 標識に表示した事項に変更が生じたときは、標識を変更するとともに、標識の表示を変更した日 

から１週間以内に開発基本計画に係る標識表示事項変更届出書により届け出してください。 

④ 表示板の内容については、城陽市開発指導要綱第４条の３の表示板に準じて作成してください。 

(5-3) 説明会の開催（条例第２５条） 

① 標識を設置した後に、近隣関係住民、関係自治会に開発基本計画の内容に関する説明会を開催し 

てください。 

② 説明会開催の周知は、開催日の１週間前までに近隣関係住民、関係自治会及び市長に対し開催通知 

を行ってください。 

③ 説明会開催日から１週間以内に、近隣関係住民等説明会実施報告書により説明会の開催状況や結果 

等について、市長に報告してください。 

④ 近隣関係住民、関係自治会から再度説明会の開催の求めがある場合又は新たに周辺住民から説明会 

の開催の求めがある場合は、再度説明会を開催してください。 

 説明会について  

※説明会の内容については、「３ 大規模開発事業の手続」と同様です。 

 

 近隣関係住民等の範囲について  

※近隣関係住民等の範囲については、「３ 大規模開発事業の手続」と同様です。 
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(5-4) 意見書の提出（条例第２６条） 

① 近隣関係住民、関係自治会等は、説明会開催の日から２週間以内に市長に意見書を提出すること 

ができます。市長は、その意見書の写しを速やかに開発事業者の方に送付します。 

(5-5) 見解書の提出（条例第２７条） 

① 意見書の写しの送付があった開発事業者の方は、その意見書に記載された意見に対する見解書を 

作成し、市長と意見書を提出された近隣関係住民等に提出してください。 

(5-6) 指導及び助言（条例第２９条） 

① 市長は、必要に応じて、開発基本計画について指導及び助言を行います。 

(5-7) 勧告・公表・意見の聴取（条例第２９条） 

① 市長は、指導及び助言に行った場合においても、なおまちづくり計画に適合していないときは、 

  書面により必要な措置を講ずるよう勧告することができます。また、開発事業の手続の全部又は 

  一部を行わないときは、同様に書面により必要な措置を講ずるよう勧告することができます。 

② 市長は、開発事業者の方が勧告に従っていただけない場合は、指導及び助言、勧告の内容及びこ 

れらに対する対応の内容を公表することができます。また、開発事業の手続の全部又は一部を行 

うよう求める勧告に従っていただけない場合も、同様にその旨を公表することができます。 

(5-8) 調停委員会等（条例第３９条～第４５条） 

① 近隣関係住民等と自主的な解決に至らない場合、市長にあっせん申出書により申し出ることがで 

きます。 

② あっせんによっても紛争の解決に至らなかった場合は、市長に調停申出書により調停を申し出る 

ことができます。 

③ 市長は、必要な場合に調停を行わせるため、調停委員会の調停に付します。 

(5-9) 協定の締結（条例第３４条） 

① 市長は、まちづくり計画等に適合していると認めるときは、開発事業者（大規模開発事業者又は 

一般開発事業者）の方と協定を締結します。 
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(6) 手続フロー概要図 
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(1) 開発事業の基準となるもの（条例第３０条） 

① まちづくり計画 

●城陽市総合計画 

●城陽市都市計画マスタープラン 

●城陽市東部丘陵地整備計画 

●城陽市環境基本計画 

●城陽市緑の基本計画 

●その他市長が必要と認めるもの 

② 城陽市開発指導要綱の内容に基づいて手続等を行ってください。 

   ●開発指導要綱と重複するもの（説明会の開催、標識の設置等）については、条例による手続となり

ます。 

③ 公共施設の整備の技術的指導基準については、城陽市開発指導要綱技術的指導基準により整備して

ください。 

 

    
 

              ＋       ＋ 

 

 

 

５ 開発事業の基準等 

（条例第３０条－第３５条関係） 

まちづくり計画 開発指導要綱 

開発指導要綱 

技術的指導基準 
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(2) 一の開発事業（条例第３１条） 

 ① 複数の開発事業がある場合の開発事業の考え方を示しています。 

●同時又は引き続いて行う開発事業は、一の開発事業とみなします。 

●先行する開発事業において、完了検査でまちづくり計画並びに規則で定める基準及び別に定める技 

術的指導基準（開発指導要綱及び開発指導要綱技術的指導基準）に適合していると認める旨の通知 

後、２年経過して行われる開発事業については、同じ開発事業であっても一の開発事業とはみなし 

ません。 

●同時に行う複数の開発事業又は先行する開発事業に引き続いて行う開発事業とが開発事業者の関 

連性が認められないとき、道路等の公共施設を利用することなく、それぞれの開発事業が成り立 

っているとき、かつ、開発事業に独立して造成が行われる等工事に係る具体的な関連性がないと 

きは、一の開発事業とみなしません。                    

(3) 事前協議（条例第３２条・第３３条） 

① 城陽市開発指導要綱に基づき事前協議を行ってください。 

② 事前協議は開発基本計画の届出を行う前に、完了してください。 

 ③ 電気工作物、ガス工作物、電気通信設備等を設置しようとするときは、関係機関と十分に協議・調整

し、工事着手の前までに協議を完了してください。 

(4) 他法令等との関係（条例第３５条） 

  ① 都市計画法、建築基準法等による申請手続等を行う前に、市長と協定を締結するよう努めてくださ

い。 
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(1) 工事の着手制限（条例第３６条） 

① 市長と協定を締結した後でないと工事に着手することはできません。 

(2) 工事の着手・完了の届出（条例第３７条） 

① 工事に着手する前に都市計画法、建築基準法等による申請手続等を行ってください。 

② 都市計画法、建築基準法等に基づく申請手続後、工事に着手するときは工事着手届出書を届け出て

ください。 

③ 工事が完了したときは、工事完了届出書を届け出てください。 

(3) 工事の完了検査等（条例第３８条） 

① 市長は、工事がまちづくり計画等の内容に沿ったものであることを検査します。 

② 市長は、検査の結果、まちづくり計画等に適合していると認めたときは、その旨を通知します。 

② 市長は、検査の結果、まちづくり計画等に適合していないと認めるときは、是正の通知をします。 

③ 是正を行ったときは、是正内容報告書により報告してください。 

④ 完了検査については、都市計画法に基づく工事の完了検査及び建築基準法に基づく完了検査がありま

すが、条例に基づく完了検査は、都市計画法及び建築基準法に基づく完了検査の前に行います。 

(4) 手続フロー概要図 

 

 

  

６ 開発事業の工事の着手等 

（条例第３６条－第３８条関係） 
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(1) あっせんの申出等（条例第３９条・第４０条） 

① 近隣関係住民等の開発事業者が自主的な解決の努力を行っても紛争の解決に至らなかった場合、あっ

せん申出書によりあっせんの申出を市長に行うことができます。 

② 市長は、あっせんしても紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができ 

ます。 

(2) 城陽市開発事業紛争調停委員会（条例第４１条） 

① 紛争の調停のために、調停委員会を置きます。 

(3) 調停の申出等（条例第４２条～第４４条） 

① あっせんによっても、紛争の解決に至らなかった場合、調停申出書により調停の申出を市長に行うこ

とができます。 

② 調停委員会は、合意の見込みがない場合は打ち切ることができます。また勧告を行った場合、期限ま

でに受諾する旨の通知がなかったときは、打ち切られたものとみなします。 

(4) 工事着手の延期の要請（条例第４５条） 

① あっせん又は調停のため、期限を定めて工事の着手の延期を要請することができます。 

 

 

 

 

 

 

７ 開発事業の紛争の調整等 

（条例第３９条－第４５条関係） 
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あっせんの申出 

紛争当事者の出席・必要資料の提出 

協定が締結されるまで 

紛争当事者間をあっせんし、紛争が適正に解決されるように努める。 

あっせんの打切り 

調定の申出 

調停委員会 

調停案の作成 

調停案の受諾の勧告 期間を定めて、紛争当事者間に受諾の勧告 

合意 合意不成立 

調停の終了 調停の打切り 

必要な場合 

協定が締結されるまで 

あっせんの手続 

調定の手続 

必要な場合 
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(１) 城陽市東部丘陵地整備委員会（条例第４６条） 

① 開発事業に関し、次の事項を調査審議するために、東部丘陵地整備委員会を置き、意見具申を求め 

ます。 

● 大規模土地取引行為に関する助言 

● 大規模開発基本構想及び開発基本計画に関する指導及び助言 

● 大規模開発基本構想及び開発基本計画に関する勧告 

● 工事の停止、中止等の勧告に従わない場合の是正命令 

● 勧告に従わない場合の公表 

● 市長が必要と認める事項 

 

  

８ 東部丘陵地整備委員会 

（条例第４６条関係） 
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(1) 適用除外の開発事業（条例第４７条） 

① 次に掲げる開発事業については、この条例を適用しないこととします。 

●都市計画法 法第４条第５項の都市施設に関する都市計画が定められた場合における当該都市施設 

の区域内において、当該都市計画に適合して行う開発事業 

●都市計画法第４条第７項の市街地開発事業に関する都市計画が定められた場合における当該市街地 

開発事業の施行区域内において、当該都市計画に適合して行う開発事業 

●国又は地方公共団体その他の公共団体若しくは公社が行う開発事業又は公共性のある事業で市長と 

協議の整った開発事業 

●砂利採取法第３条の規定により登録を受けている砂利採取業者の事業において、当該事業に供する

ことを目的とする開発事業で市長と協議の整ったもの。ただし、国又は地方公共団体その他の公共

団体若しくは公社が行う道路整備事業若しくは公共性のある事業に支障のあるものは除く。 

●専ら自己の居住の用に供することが明らかな住宅の建築行為を目的とする開発事業。ただし、共同

住宅の建築の行為を除く。 

●建築基準法第８５条第１項又は第２項の応急仮設建築物及び同項又は同条第５項の仮設建築物の建 

築を行う開発事業 

●非常災害のために必要な応急措置として行う開発事業 

●通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が認めたもの 

(2) 地位の承継（条例第４８条） 

① 地位の承継をしたときは、開発事業地位承継届出書により届け出てください。 

 

９ 雑則 

（条例第４７条－第５５条関係） 
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(3) 開発事業の廃止（条例第４９条） 

① 開発事業を廃止しようとする場合、開発事業廃止届出書により届け出てください。 

② 廃止の届出をした後、近隣関係住民等へ廃止の旨を通知してください。 

(4) 報告書等の徴収等（条例第５０条～第５４条） 

(4-1) 報告等の徴収等（条例第５０条） 

① 市長は、開発事業の工事の状況等について、報告又は資料の提出を求めることができます。 

(4-2) 立入検査（条例第５１条） 

① 市長は、開発事業の工事の状況等について、職員を開発事業区域内に立ち入らせ、検査をさせる 

ことができます。 

(4-3) 工事の停止、中止等の勧告（条例第５２条） 

① 市長は、開発事業の停止、中止又は違反を是正するための勧告をすることができます。 

   勧告の対象となる事項は、次のとおり。 

●虚偽の届け出、手続を完了しないで工事に着手したとき。 

●協定に違反しているとき。 

●工事の着手制限に違反したとき。 

(4-4) 是正命令（条例第５３条） 

① 開発事業の停止、中止又は是正するための勧告に従っていただけない場合、市長は是正を命じる 

ことができます。 

  ② 市長は、是正を命じる前に意見をお聞きします。 

(4-5) 公表（条例第５４条） 

① 市長は、当該開発事業者の氏名、住所（法人にあっては、その名称、法人番号、代表者の氏名及 

び事務所の所在地）及び違反の事実を公表することができます。 

公表の対象となる事項は、次頁のとおり。 
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●工事の状況等に関する報告書又は資料の提出の要求に対し、正当な理由なくこれに応じず、又は 

虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行ったとき。 

    ●開発事業区域内への立入り又は検査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

●是正命令に従わないとき。 

② 市長が公表をしようとする場合は、事前に意見を述べ、又は有利な証拠を提示する機会があります。 
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(1) 過料（条例第５６条） 

①是正命令に違反することになると、５万円以下の過料が科せられます。 

(2) 両罰規定（条例第５７条） 

① 違反を行った者以外にも、法人等に対しても同様の過料が科せられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０ 罰則 

（条例第５６条・第５７条関係） 

大規模開発基本構想・開発基 

本計画等の虚偽の届出 
協定に違反して工事を施工 

協定を締結しないで工事を 

施工 

工事の停止、中止等の勧告 

工事の停止、中止等の是正命令 

公表 罰則の適用 

是正命令に違反 

・工事の状況の報告等に応じない等 

・立入検査の拒否等 

・工事の停止、中止等の是正命令に従わない。 

罰則の流れ 
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近隣関係住民、関係自治会及び周辺住民の皆様に関係する手続は、次のとおりです。 

(1) 近隣関係住民等の皆様は、縦覧に供している「大規模開発基本構想」又は「開発基本 

計画」を見ることができます。 

① 開発事業者は、「大規模開発基本構想」又は「開発基本計画」を届け出します。 

②「大規模開発基本構想」又は「開発基本計画」の届出を受けた日から３週間縦覧をします。 

③ 近隣関係住民等の皆様は、「大規模開発基本構想」又は「開発基本計画」を市役所の東部丘陵整備課

で見ることができます。 

(2) 開発事業者は「大規模開発基本構想」又は「開発基本計画」の説明会を開催します。 

(3) 説明会開催後、「大規模開発基本構想」又は「開発基本計画」に対して意見書を提出

することができます。 

① 近隣関係住民等の皆様は、説明会の開催日から２週間以内に「大規模開発基本構想」又は「開発基本

計画」の内容について、意見を提出することができます。 

② 意見書を提出しようとする近隣関係住民等の皆様は、市のホームページ又は東部丘陵整備課に用意し

てある用紙に、必要事項と意見を記入し、直接東部丘陵整備課に持参いただくか、郵送又はＦＡＸで

東部丘陵整備課まで送付してください。（意見書を郵送する場合は締切日必着） 

③ いただいた意見書は、市から開発事業者に届けられ、開発事業者はこの意見に対する見解書を近隣関

係住民等の皆様（意見書を提出された方に限る）へ送付いたします。 

(4) 開発事業者と紛争になった場合は、市があっせん等をいたします。 

① 近隣関係住民等の皆様と開発事業者の紛争は、当事者相互の立場を尊重して、自主的に解決するのが

望ましいことです。しかし、近隣関係住民等の皆様からの要望や意見と開発事業者の見解に隔たりが

あり、やむを得ず紛争になったときは、紛争当事者からの申出により、市があっせんをいたします。 

② あっせんにより紛争が解決しないときは、調停の申出をすることができます。必要がある場合、城陽

市開発事業紛争調停委員会による調停に移行することがあります。 

※この条例等の詳細については、市役所の東部丘陵整備課にお問い合わせください。 

１１ 近隣関係住民等の皆様へ 
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大規模土地取引行為届出書
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意見書 

見解書 
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開発基本計画届出書
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標識表示事項
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変更届出書 
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●〒610－０１９５ 

城陽市寺田東ノ口１６番地、１７番地 

  城陽市役所 東部丘陵整備課 東部丘陵整備係 

●電話    ０７７４－56－４０５５ 

●ファックス ０７７４－56－３９９９ 

●電子メール tobukyuryo＠city.joyo.lg.jp 
 


